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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年10月18日(2018.10.18)

【公開番号】特開2017-63099(P2017-63099A)
【公開日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-013
【出願番号】特願2015-187029(P2015-187029)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/22     (2010.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０５Ａ
   Ｈ０１Ｌ   33/00     １７２　
   Ｂ２９Ｃ   59/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月30日(2018.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹凸構造を含む基板の製造方法であって、
　第１の表面と前記第１の表面と反対側の第２の表面とを有する前記基板の前記第２の表
面上に、第１の層と、第２の層と、第３の層とをこの順に積層することを備え、前記第１
の層、前記第２の層及び前記第３の層は互いに異なる材料からなり、前記第１の層は、前
記第２の層及び前記第３の層のそれぞれよりも大きな厚さを有し、さらに、
　凹凸パターンを有するモールドを前記第３の層にインプリントすることにより、前記第
３の層に複数の第１凹部を形成することと、
　前記複数の第１凹部が形成された前記第３の層を用いて、前記第２の層に複数の第２凹
部を形成することと、
　前記複数の第２凹部が形成された前記第２の層をマスクとして用いて、前記第１の層の
一部を異方性エッチングすることにより、前記第１の層に複数の第３凹部を形成すること
とを備え、前記複数の第３凹部において前記基板の前記第２の表面は露出し、さらに、
　前記複数の第３凹部において露出された前記基板の前記第２の表面上に、第４の層を形
成することと、
　前記複数の第３凹部が形成された前記第１の層をリフトオフすることにより、前記基板
の前記第２の表面上に複数の柱状構造体を形成することと、
　前記複数の柱状構造体を用いて、前記基板の前記第２の表面をエッチングすることによ
り、前記基板の前記第２の表面に前記凹凸構造を形成することとを備える、方法。
【請求項２】
　前記凹凸構造の凸部は、０．８より大きなアスペクト比を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記凹凸構造の前記凸部は、円錐、多角錐、円柱または多角柱の形状を有する、請求項
２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記第１の層は、４００ｎｍより大きな厚さを有する、請求項１から請求項３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の層の前記一部の前記異方性エッチングにおいて、前記第１の層のエッチング
レートは前記第２の層のエッチングレートの１０倍以上である、請求項１から請求項４の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の第１凹部を形成することは、前記複数の第１凹部の底面に前記第３の層の一
部を残存させることを含み、
　前記第２の層の前記一部をエッチングすることは、前記複数の第１凹部の前記底面に残
存した前記第３の層の前記一部を除去することをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記基板の前記第２の表面の前記一部の前記エッチングにおいて、前記複数の柱状構造
体のエッチングレートは、前記基板のエッチグレートの１．５倍以下である、請求項１か
ら請求項６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の柱状構造体は、１．０より大きなアスペクト比を有する、請求項１から請求
項７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の柱状構造体は、ニッケルを含む、請求項１から請求項８のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記基板は、窒化アルミニウム基板である、請求項１から請求項９のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記基板は、サファイア基板または酸化ガリウム基板である、請求項１から請求項９の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の層は、第１の樹脂材料を含む、請求項１から請求項１１のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の層は、無機材料を含む、請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記第２の層は、酸化シリコンを含む、請求項１から請求項１３のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記第３の層は、第２の樹脂材料を含む、請求項１から請求項１４のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の樹脂材料は、光硬化性樹脂を含み、
　前記第３の層に前記複数の第１凹部を形成することは、前記モールドを前記第３の層に
インプリントしながら、または、前記モールドを前記第３の層にインプリントした後に、
前記第３の層に光を照射して、前記第２の樹脂材料を硬化させることをさらに含み、
　前記モールドは、ソフトフィルムモールドである、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記凹凸構造は、１μｍより小さな周期を有する、請求項１から請求項１６のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１８】
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　前記凹凸構造は、フォトニック結晶構造を含む、請求項１から請求項１７のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１から請求項１８のいずれか１項に記載の方法によって、前記基板の前記第２の
表面に前記凹凸構造を形成することと、
　前記基板の前記第１の表面上に、活性層を含む半導体層を形成することとを備える、半
導体発光素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記半導体発光素子は深紫外光を放射する、請求項１９に記載の半導体発光素子の製造
方法。
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